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   選挙管理委員会告示 

 ○公職選挙事務処理規程の一部改正                    １ 

 ○選挙運動等に関する規程の一部改正                   ４ 

 ○選挙運動の公費負担に関する規程の一部改正               ６ 
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富山県選挙管理委員会告示第１号 

   公職選挙事務処理規程の一部改正について 

 公職選挙事務処理規程（平成12年富山県選挙管理委員会告示第25号）の一部を次 

のように改正する。 

  平成31年１月23日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 野  尻  昭  一  

 第23条第２項を削る。 

 第14号様式を次のように改める。 

第14号様式 削除 

 第20号様式その３を次のように改める。 
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その３（参議院比例代表選出議員選挙） 
投 票 点 検 の 結 果 報 告 

   年  月  日執行の参議院比例代表選出議員選挙の投票点検の結果を、次 
 のとおり開票録の写を添えて報告します。 
     年  月  日 
                       開票区 
                     開票管理者 氏     名 印 
 参議院比例代表選出議員選挙 
  富山県選挙分会長  殿 

記 
 

１ 投 票 の 総 数                            票（２+５） 

２ 有効投票の総数                            票（Ａ+Ｂ+Ｃ） 

３ 
 
有 
 
効 
 
投 
 
票 
 
の 
 
内 
 
訳 

法第68条の２第３項以外の投票                      票（Ａ） 

同条第３項の同一の参議院名簿登 
載者の氏名、氏若しくは名又は参
議院名簿届出政党等の名称若しく
は略称のみを記載したもの 

         票 
（Ｂ+Ｃ） 

氏名を記載したもの 
        票 

        票 

氏を記載したもの 
        票 

        票 

名を記載したもの 
        票 

        票 

名称を記載したもの 
        票 

        票 

略称を記載したもの 
        票 

        票 

そ   の   他         票 

同条第５項により
当該参議院名簿登
載者又は当該参議
院名簿届出政党等
にあん分したもの 

あん分したものの総数                  票（Ｂ） 

参議院名簿登載者の氏 
名又は参議院名簿届出 
政党等の名称 

あん分の 
基礎とな 
った得票 
数 

票（イ 
＋ロ＋ハ 
＋ニ＋ホ 
＋ヘ） 

氏名  氏  名  名称  略称(  その他  

         

         

         
いずれの参議院名簿登載者及び参議院 
名簿届出政党等にも属しないもの あん分できなかったもの         票（Ｃ） 

備          考 参議院名簿登載者及び参議院名簿届出政党等の得票 
に属しない集計上切り捨てられた有効投票           票 

 ４ 各参議院名簿届出政党等の得票数 別紙のとおり 

 ５ 無効投票の総数            票 ６ 無効投票率（５÷１）             ％ 

 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ その他 

７ 
 
無 
効 
投 
票 
の 
内 
訳 
 

所
定
の
用
紙
を
用
い
な
い
も
の 

略
称
を
記
載
し
た
も
の 

の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
若
し
く
は 

は
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
政
党
そ 

登
載
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
又 

補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
名
簿 

名
簿
登
載
者
で
な
い
者
、
公
職
の
候 

記
載
し
た
も
の 

名
又
は
そ
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を 

政
治
団
体
に
係
る
名
簿
登
載
者
の
氏 

ね
て
届
け
出
て
い
る
政
党
そ
の
他
の 

そ
の
他
の
政
治
団
体
又
は
名
簿
を
重 

名
簿
の
取
下
げ
の
届
出
を
し
た
政
党 

か
つ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
、 

名
簿
の
届
出
要
件
に
該
当
し
て
い
な 

た
も
の 

治
団
体
の
名
称
又
は
略
称
を
記
載
し 

に
該
当
し
て
い
る
政
党
そ
の
他
の
政 

名
簿
登
載
者
の
全
員
が
抹
消
の
事
由 

若
し
く
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

二
以
上
の
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称 

二
以
上
の
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は 

称
又
は
略
称
を
記
載
し
た
も
の 

党
等
以
外
の
名
簿
届
出
政
党
等
の
名 

該
名
簿
登
載
者
に
係
る
名
簿
届
出
政 

一
人
の
名
簿
登
載
者
の
氏
名
及
び
当 

名
を
記
載
し
た
も
の 

被
選
挙
権
の
な
い
名
簿
登
載
者
の
氏 

他
事
を
記
載
し
た
も
の 

政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
の
ほ
か
、 

名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
名
簿
届
出 

書
し
な
い
も
の 

政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
自 

名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
名
簿
届
出 

確
認
し
が
た
い
も
の 

政
党
等
の
い
ず
れ
を
記
載
し
た
か
を 

名
簿
登
載
者
の
何
人
又
は
名
簿
届
出 

白
紙
の
ま
ま
投
票
し
た
も
の 

単
に
雑
事
を
記
載
し
た
も
の 

単
に
記
号
、
符
号
を
記
載
し
た
も
の 

  

               

 ８ 点 字 投 票 
投 票 総 数（１の内数） 有 効 投 票（２の内数） 無 効 投 票（５の内数） 

            票             票             票 

 （備考） 記載欄中、「３有効投票の内訳」欄が不足する場合には、補助用紙を用いることができる。 
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（別紙） 

 各参議院名簿届出政党等の得票数 
 

参議院名簿届出 
政党等の名称 

 
参議院名簿届出 
政党等の名称 

 
参議院名簿届出 
政党等の名称 

 

参議院名簿届出政党等の 
得票数 

 
参議院名簿届出政党等の 
得票数 

 
参議院名簿届出政党等の 
得票数 

 

うち各参議院名簿 
登載者（優先的に 
当選人となるべき 
候補者を除く）の 
得票数 

各参議院名簿 
登載者の氏名 

 
うち各参議院名簿 
登載者（優先的に 
当選人となるべき 
候補者を除く）の 
得票数 

各参議院名簿 
登載者の氏名 

 
うち各参議院名簿 
登載者（優先的に 
当選人となるべき 
候補者を除く）の 
得票数 

各参議院名簿 
登載者の氏名 

 

      

      

        

        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

うち上記を除く参議院名簿届出 
政党等の得票数（法第68条の３ 
の規定により参議院名簿届出政
党等の有効投票とみなされた投
票を含む。） 

 

うち上記を除く参議院名簿届出 
政党等の得票数（法第68条の３ 
の規定により参議院名簿届出政
党等の有効投票とみなされた投
票を含む。） 

 

うち上記を除く参議院名簿届出 
政党等の得票数（法第68条の３ 
の規定により参議院名簿届出政
党等の有効投票とみなされた投
票を含む。） 

 

 
うち参議院名簿届出政党等 
の名称又は略称 

 
 
 

 
うち参議院名簿届出政党等 
の名称又は略称 

  
うち参議院名簿届出政党等 
の名称又は略称 

 

 
うち法第68条の３の規定によ 
り参議院名簿届出政党等の有 
効投票とみなされた投票 

  
うち法第68条の３の規定によ 
り参議院名簿届出政党等の有 
効投票とみなされた投票 

  
うち法第68条の３の規定によ 
り参議院名簿届出政党等の有 
効投票とみなされた投票 

 

  
優先的に当選人となるべ 
き候補者の氏名 

 
 
 

  
優先的に当選人となるべ 
き候補者の氏名 

   
優先的に当選人となるべ 
き候補者の氏名 

 

   
 
 
 

        

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 
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富山県選挙管理委員会告示第２号 

   選挙運動等に関する規程の一部改正について 

 選挙運動等に関する規程（平成８年富山県選挙管理委員会告示第72号）の一部を 

次のように改正する。 

  平成31年１月23日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 野  尻  昭  一  

 第９条中「、第２号及び第３号」を「及び第２号から第４号まで」に改める。 

 第10号様式その３の次に次のように加える。 

 その４（県議会議員選挙） 
 

年 執 行 
 

富山県議会議員 
 

（選挙区)―(番号） 
 

富 山 県 選 管 

←
 
 
 
 
 

２
㎝
 

 
 
 
 
→
 

←     ２㎝     →  

 
   １ 選挙区は、その選挙区名を略称で表示する。 
   ２ 番号は、候補者ごとに異なる番号とする。 
   ３ 用紙は、特別の紙質、模様等を用いることができる。 
   ４ 何年執行の表示は、第何回の表示をもって代えることができる。 

 

第11号様式その１の備考の２中 

「  70,000枚（衆議院小選挙区選出議員選挙） 

   130,000枚（参議院選挙区選出議員選挙）    を 

   130,000枚（知事選挙）           」 

 

 

「  70,000枚（衆議院小選挙区選出議員選挙） 

   130,000枚（参議院選挙区選出議員選挙） 

   130,000枚（知事選挙） 

16,000枚（県議会議員選挙）        」 

 

に改める。 
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 第26号様式その３を次のように改める。 

その３（参議院比例代表選出議員選挙） 

(ふりがな) 

参議院名簿登載者の氏名 

(ふりがな) 

略 称 

(ふりがな) 

参議院名簿届出 

政 党 等 の 名 称 

 
 

 
 

年 
 

月 
 

日
執
行 

 

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
掲
示 

市(

町
村)

選
挙
管
理
委
員
会 

 
  

 

(

順
位)(

氏 

名) 

優
先
的
に
当
選
と 

な
る
べ
き
候
補
者 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

    

(
順
位)(

氏 

名) 

優
先
的
に
当
選
と 

な
る
べ
き
候
補
者 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                      

 

        

 

                
                      
 

                       
 

 備考 １ この様式による氏名等の掲示は、投票所内の選挙人の見やすい適当な箇 
     所、期日前投票所又は不在者投票記載所内の選挙人の見やすい適当な箇所 
     に掲示する。 
    ２ 「参議院名簿届出政党等の名称」、「略称」及び「参議院名簿登載者の 
     氏名」については、縦書きとする。この場合においては、名簿による候補 
     者届出書の記載に従って、ふりがなを付す。 
    ３ 参議院名簿登載者の氏名の掲載の順序は、参議院名簿に記載された氏名 
     の順序に従い、右から行う。優先的に当選人となるべき候補者については、 
     その他の参議院名簿登載者の氏名と区分して、優先的に当選人となるべき 
     候補者である旨を表示した上で、当該その他の参議院名簿登載者の氏名の 
     次に掲載する。 
    ４ 文字は黒書し、参議院名簿届出政党等毎に太枠で囲む。 
    ５ 掲示すべき参議院名簿届出政党等の数等の都合により、一列に掲示する 
     ことができないときは、二列以上とすることができる。 
    ６ 投票所内の投票を記載する場所に掲示するときの用紙の大きさは、日本 
     工業規格 A列3番を標準とする。 
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 第40号様式を次のとおり改める。 

  第40号様式（第40条第１項関係） 

年 執 行 
 
 

      選挙 
 
 

政   活 
 
 

（選挙区)―(番号） 
 
 

富 山 県 選 管 

←
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
㎝
 
  

 
 
 
 
 
 
 
→
 

←     ２㎝     →  

 
   １ 選挙区は、知事の選挙にあっては、衆議院議員小選挙区選出議員 
    の選挙区ごとに算用数字で表示し、県議会議員選挙にあっては、そ 
    の選挙区名を略称で表示する。 
   ２ 番号は、確認団体ごとに異なる番号とする。 
   ４ 何年執行の表示は、第 何回の表示をもって代え、又は省略すること 
    ができる。 
 

   附 則 

 この告示は、平成31年３月１日から施行する。 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第３号 

   選挙運動の公費負担に関する規程の一部改正について 

 選挙運動の公費負担に関する規程（平成６年富山県選挙管理委員会告示第 17号） 

の一部を次のように改正する。 

  平成 31年１月 23日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 野  尻  昭  一 

 第１号様式その２、第２号様式その２、第３号様式その２、第５号様式及び第７ 

号様式その２中「何年何月何日執行富山県知事選挙」を「何年何月何日執行何選挙 
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（何選挙区）」に改める。 

 第５号様式の備考の４中（１）を次のように改める。 

 （１） 枚数 

   イ 富山県知事選挙の場合    

    100,000枚＋15,000枚×（県内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数－ 

    １）ただし、300,000枚を超える場合には 300,000枚 

   ロ 富山県議会議員選挙の場合  16,000枚 

   附 則 

 この告示は、平成 31年３月１日から施行する。 
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